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小規模多機能型居宅介護事業所  

重要事項説明書  

 

１．事業者  

 （１）法人名    社会福祉法人  喜久寿  

 （２）所在地    愛媛県東温市北野田５３３番１  

 （３）電話番号   ０８９－９５５－０３１０  

 （４）代表者名   理事長   菊池  勝義  

 （５）設立認可年月日   平成２年１２月２１日  

 

２．事業所の概要  

 （１）事業所の種類   指定小規模多機能型居宅介護  

 （２）事業所の目的   利用者が住み慣れた地域での生活を継続

することが出来るように、地域住民との

交流を図りつつ利用者の心身の情況や希

望、置かれている環境を踏まえ、通いサ

ービス、訪問サービス、宿泊サービスを

組み合わせることにより、居宅において

自立した生活が営むことができるように

サービスを提供することを目的とする。  

 （３）事業所の名称   小規模多機能型居宅介護事業所  

ウェルケア高浜  

 （４）事業所の所在地  愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地  

 （５）電話番号     ０８９－９９４－６６８８  

 （６）管理者名     上野  潤  

 （７）運営方針     利用者の意志及び人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供を

行うものとする。  

            サービス提供にあたっては、地域との結

びつきを重視し、市町村、他の地域密着

型サービス事業者又は居宅サービス事業

者、その他の保健・医療・福祉サービス

を提供する者との連携に努めるものとす

る。  

 （８）開設年月日    平成２２年 1 月２６日  
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３．利用対象者  

   ・介護認定の結果「要介護」と認定された方。  

４．通常業務の実施地域  

   ・松山市（高浜・三津浜・和気・宮前地区）とする。  

５．営業日   

   ・営業日は３６５日とする。  

 

６．職員の配置状況  

＜職員の配置状況＞＊職員の配置については、指定基準を遵守

しています。  

職  種  資  格  常勤  非常勤  業務内容  

管理者  介護支援専門員  １名   管理業務  

計画作成  

担当者  

介護福祉士  

介護支援専門員  

１名  

(兼務 ) 
 

介護計画作成等  

（兼務）  

介護従事者  
介護福祉士  

介護職員初任者研修  
６名  ３名  介護業務  

看護従事者  
正看護師  

准看護師  
 １名  １名  看護業務  

 

＜職員の勤務体制＞  

  ①早：早出（  ７：３０～１６：３０）      ８時間勤務  

  ②日：日勤（  ８：３０～１７：３０）      ８時間勤務  

       （  ９：００～１８：００）      ８時間勤務  

  ③遅：遅出（１３：００～２２：００）      ８時間勤務  

  ④夜：夜勤（２２：００～  ８：３０）      ８時間勤務  

 

７．サービス内容  

  利用登録定員  ２５名     宿泊室数  ６室  

※《通いサービス》  

【利用定員】１日定員   １５名  

【提供時間】午前９時～午後４時  

     ＊提供時間外に及ぶ滞在については個別の必要性により  

検討します。  
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【業務内容】①日常生活上の援助  

       移動、排泄、着脱介助等、必要な介助を行います。  

      ②健康状態の確認  

       体温、脈拍、血圧などの健康チェックを行います。  

      ③送迎サービス  

       必要に応じて､ご自宅と事業所との送迎を行います｡ 

       ご家族での送迎も可能です。  

      ④入浴サービス  

       お体の状態に応じて､安全で快適な入浴を行います｡ 

      ⑤食事サービス  

       食堂にて、ご利用者の状態に合わせた介助を行い  

       ます。  

      ⑥余暇活動  

       季節やご利用者の状態に応じて、室内や屋外の活動  

を行います。活動はレクリェーション的なものに限  

らず、生活に密着したものも行います。  

 

※《宿泊サービス》  

【利用定員】定員  ６名  

     ＊通いサービスの延長としての宿泊も可能です。  

     ＊宿泊可能な日程や日数は、部屋の空き状況や個別状況  

に合わせて検討させて頂きます。  

【業務内容】ご利用者の状態、ご家族の事情に合わせて、宿泊  

サービスを提供します。  

      ①日常生活上の援助  

       移動、排泄、着脱介助等、必要な介護を行います。  

      ②健康チェック  

       通常の状態との変化を確認し、必要に応じて体温、  

       脈拍、血圧などをチェックします。  

      ③送迎サービス  

       必要に応じて､ご自宅と事業所との送迎を行います｡ 

       ご家族での送迎も可能です。  

      ④食事サービス  

       滞在期間や送迎の時間に合わせて、食事を提供し、  

ご利用者の状態に合わせた必要な介助を行います。  
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※《訪問サービス》  

【提供時間】提供時間   ２４時間  

     ＊訪問・滞在時間は、必要に応じて調整します。電話や  

訪問での安否確認についても対応可能です。  

【業務内容】ご利用者の状態や必要性に合わせて定期または随時に  

訪問し、ご家庭での日常生活上必要な援助をします。  

      ①日常生活上の援助  

      必要な介助（移動、排泄、着脱介助等）及び家事援助  

等をご自宅にて行います｡訪問時には健康チェック (顔  

色や意識・いつもと変わらないか等）を行います。  

 

８．サービスにあたっての留意事項  

食事時間  

朝食    ７：３０～  

昼食   １２：００～  

夕食   １７：３０～  

面会時間  特例を除いて午前９：００～午後９：００  

喫煙  喫煙は決められた場所でお願いします。  

金銭、貴重品  

の管理  

金銭、貴重品は事業所としてはお預かりできません。  

本人、ご家族、お身内の方での管理をお願いします。  

設備、器具の  

利用  
職員に相談をお願いします。  

 

９．協力医療機関等  

・協力医療機関  

 名称    佐藤実病院  

 住所    愛媛県松山市本町６－３－１番地  

 

・協力歯科医療機関  

 名称    とちぎ歯科  

 住所    愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３番地  
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１０．利用料金のお支払  

利用料金につきましては、１ヶ月ごとに計算しご請求致します

ので、翌月２０日までに直接窓口にお支払いいただくか指定銀

行口座にお振り込み下さい。  

  ※サービス利用料金表は別紙①添付しております。  

 

１１．事故発生時の対応  

  ご利用者のサービス提供中に事故が発生した場合は、以下の対

応を行います。  

  ①かかりつけ医及び医療機関への連絡と受診  

  ②ご利用者のご家族への連絡  

  ③市町村への報告  

  ④事故原因の解明  

  ⑤事業所加入の損害賠償保険に基づく対応  

 

１２．緊急時の対応  

  通い・訪問・宿泊サービスの提供中に利用者の様態の急変があ

った場合は、ご家族に連絡すると共に、あらかじめ契約時に確

認した緊急連絡及び医療機関へ連絡・相談・報告をします。  

 

１３．身体拘束について  

  事業所及びサービス従事者は、ご利用者に対する身体拘束その

他行動を制限する行為を行いません。但し、ご利用者又は他の

ご利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合

には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等の拘束

をすることがあります。この場合でもご利用者のご家族に報告

し、必要に応じて情報の開示に努めるものとします。  

 

１４．非常災害時の対応について  

 （１）地震・台風等の天災、その他事業所の責に帰すべからざる

事由により小規模多機能型居宅介護サービスの実施ができ

なくなった場合には、事業所はご利用者に対して当該サー

ビスを実施する義務を負いません。  

 （２）利用中に非常災害が発生した場合は、当確事業所の災害時

避難計画に従い、迅速且つ安全な避難誘導を行います。尚、

非常災害に備えるために、避難、救出その他必要な訓練を

年２回は行います。  
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１５．守秘義務と個人情報の取り扱い  

 （１）事業者及びサービス従事者又は従業者は、サービスを提供

する上で知り得た利用者又はその家族に関する情報は正当

な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は利用が

終了した後も継続します。  

 （２）事業者は、利用者に医療上、緊急の可能性がある場合には、

医療機関等に利用者に関する心身等の情報を使用できるも

のとします。  

 （３）前２項に関わらず、利用者に係る他のサービス事業所との

連携を図るなど正当な理由がある場合には、サービス担当

者会議に出席する際等、利用者及び家族の情報を用いるこ

とについてご承諾をお願いします。  

 

１６．サービス利用をやめる場合  

  利用の有効期間は、利用締結の日から利用者の要介護認定の有

効期間満了日までですが、利用期間満了の２日前までに利用者

からの利用終了の申し出がない場合には、利用は更に同じ条件

で更新され、以後も同様となります。  

  利用期間中、以下のような事由がない限り、継続してサービス

を利用することができますが、仮にこのような事項に該当する

に至った場合には、当事業所との利用は終了します。  

①利用者が死亡した場合  

②要介護認定により利用者の心身の状態が自立及び要支援と判  

定された場合  

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由  

により事業所を閉鎖した場合  

④当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞  

退した場合  

⑤利用者から解約又は利用解除の申し出があった場合（詳細は  

以下をご参照下さい）  

⑥事業者から利用解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下  

さい）  
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（１）利用者からの利用中止の申し出  

  利用期間中であっても、利用者から利用を中止することができ

ます。利用終了を希望する場合、希望する日の７日前までに利

用中止の旨を事業所まで届け出て下さい。ただし、以下の場合

には即時利用を中止することができます。  

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できな  

い場合  

②事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合  

③事業者が正当な理由なく本書面に定める居宅介護支援を実施  

しない場合  

④事業者が守秘義務に違反した場合  

⑤事業者が故意又は過失によりご利用者の身体・財産・信用等  

を傷つけ、又は著しい不信行為、その他、利用を継続しがた  

い重大な事情が認められる場合  

（２）事業者からの利用中止の申し出  

  以下の事項に該当する場合には、利用を中止させていただくこ

とがあります。  

①ご利用者が利用の申し込み時に、心身の状況及び病歴等の重  

要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行  

い、その結果利用を継続しがたい重大な事情が生じた場合  

②ご利用者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス  

従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を  

傷つけ、又は著しい不信行為を行うことによって、利用を継  

続しがたい重大な事情が生じた場合  

③ご利用者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅  

延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われ  

ない場合  

 

１７．苦情・相談の受付  

（１）事業所における苦情の受付  

  事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。  

  所在地   愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地  

       小規模多機能型居宅介護事業所   ウェルケア高浜  

電話番号    ０８９－９９４－６６８８  

苦情受付窓口    管理者  大西  秀定  

受付時間   ９：００～１７：００  
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（２）公的機関においても次の機関にて苦情申し出ができます。  

   ・松山市役所保険福祉部介護保険課  

      愛媛県松山市二番町４丁目７番地２  

      電話番号：０８９－９４８－６９６８  

      受付時間：８：３０～１７：１５  

・愛媛県庁保健福祉部生きがい推進局長寿介護課  

      愛媛県松山市一番町４－４－２番地  

      電話番号：０８９－９４１－２１１１ (代表 ) 

      受付時間：８：３０～１７：００  

・愛媛県国民健康保険団体連合会介護･保険課  

      愛媛県松山市高岡町１０１－１番地  

      電話番号：０８９－９６８－８８００  

      受付時間：８：３０～１７：００  

   ・愛媛県運営適正化委員会  苦情解決部会  

      愛媛県松山市持田町３丁目８番１５号  

      電話番号：０８９－９９８－３４７７  

      受付時間：９：００～１６：３０  

   ＊苦情処理第三者委員  

      氏  名  別府  頼房  

電話番号  ０８９－９６４－１３８６  

      氏  名  伊東  道子   

電話番号  ０８９２－２１－０７７７  

 

１８．損害賠償について 

  当事業所において、事業所の責任によりご利用者様に生じた損害について

は、事業所は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合

も同様とします。 

  ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場

合には、ご利用者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当

と認められた場合には、事業所の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

１９．記録の開示について 

  ご利用者・ご家族の希望により、介護サービス提供記録を閲覧することが

出来ます。記録についてはサービスの完結した日から５年間、施設で保管

致します。 
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２０．その他  

（１）事業所への連絡・情報提供について  

①緊急連絡先が変更になった場合  

②かかりつけ医が変更になった場合  

③健康状態等に変化があった場合  

④入院、入所された場合  

        上記の場合は事業所までご連絡ください。  

（２）長期休止について  

医師の診断により長期の入院が予測される場合、その他長期  

に渡りサービス休止が見込まれる場合は、契約終了に関する  

ご相談をさせていただきます。  

（３）悪天候時の対応について  

雪や台風等の天候不良は、ご利用者・ご家族との相談の上、  

サービス内容を変更させて頂くことがあります。  

ご相談をさせていただきます。  

 （４）感染症対策について  

ご利用者やご家族に感染症の恐れがある場合は、予防的な処  

置をとらせて頂くことがあります。  

ご相談をさせていただきます。  

 （５）禁止事項  

・他の利用者に迷惑を及ぼす行為。（宗教活動、政治活動、  

営利活動等を行うこと。）  

・危険物の持ち込み。  

 

 

 

 

令和   年   月   日  

 

小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づ

き、重要事項に関しての説明を行いました。  

 

説   明   者  

 

（  職  名  ）              

                               ㊞ 
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別紙①      《サービス利用料金》  

（１）介護保険給付対象サービス  （１ヶ月当たり）  

要介護度  利用料  
自己負担額  

（１割）  

自己負担額  

（２割）  

自己負担額  

（３割）  

要介護１  104,230 円  10,423 円  20,846 円  31,269 円  

要介護２  153,180 円  15,318 円  30,636 円  45,954 円  

要介護３  222,830 円  22,283 円  44,566 円  66,849 円  

要介護４  245,930 円  24,593 円  49,186 円  73,779 円  

要介護５  271,170 円  27,117 円  54,234 円  81,351 円  

 

＊初期加算として、登録日を含め 30 日以内は日額 30 円を頂きます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加  算  項  目  利用料  
自己負担額  

（１割）  

自己負担額  

（２割）  

自己負担額  

（３割）  

看護職員配置加算（Ⅰ）  9,000 円  900 円  1,800 円  2,700 円  

看護職員配置加算（Ⅱ）  7,000 円  700 円  1,400 円  2,100 円  

認知症加算（Ⅰ）  8,000 円  800 円  1,600 円  2,400 円  

認知症加算（Ⅱ）  5,000 円  500 円  1,000 円  1,500 円  

総合マネジメント体制強化加算  10,000 円  1,000 円  2,000 円  3,000 円  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  7,500 円  750 円  1,500 円  2,250 円  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6,400 円  640 円  1,280 円  1,920 円  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  3,500 円  350 円  700 円  1,050 円  

介護職員処遇改善加算  
基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に、  

加算率（ 10.2%）を掛けた額  

介護職員等特定処遇改善加算  
基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に、  

加算率（ 1.2%）を掛けた額  
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①介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金をいった  

ん全額お支払い頂きます。要介護認定を受けた後、自己負担  

金を除く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い）  

②要介護認定において、自立及び要支援と認定された場合は、  

全額自己負担となります。  

③月途中で利用開始した場合は、契約を締結した日ではなく、  

実際にサービスを開始した日からの日割り算定となります。  

④月途中で契約を解除した場合は、最終利用日ではなく、契約  

を解除した日までの日割り算定となります。  

⑤介護保険による給付額に変更があった場合は、同様にご利用  

者の利用負担額を変更します。  

 

（２）介護保険給付対象外のサービス  

食 事 代 

朝 食             400円 

昼 食             500円 

夕 食             545円 

宿 泊 費  一 泊             2,000円 

オ ム ツ 代 
紙オムツ・リハビリパンツ    実費 

尿取りパット          実費 

日 用 品 

コットンタオル         435円 

ティッシュ           295円 

歯磨きティッシュ        438円 

おしり拭き           150円 

 


